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現在、医療機関にかかった場合の、窓口における負担は、小学生から 70 歳未満が３割、就学前の

子どもと 70 歳から 74 歳が２割、75 歳以上が１割（現役並みの所得がある 70 歳以上は３割）です。

この自己負担率は、これまでも何度か改正されてきました。 

本稿では、これまでの経緯と、現在検討されている見直しについて紹介します。 

 

 

1――窓口における自己負担は、受診を控えないで済む程度に設定されている 

日本の医療保険制度は、必要な医療は公的保険でカバーするという基本方針のもとで成り立ってい

ます。すなわち、原則としてすべての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険」が確立されてお

り、必要かつ適切な医療は、保険診療によって確保されています。 

医療費の財源は、保険料負担（被保険者負担、被用者保険の事業主負担）、公費負担（国庫負担、地

方負担）、患者の自己負担です。かかった医療費の多くは、保険料や公費で給付され、患者の窓口での

自己負担が過度にならないよう考えられています。自己負担が高すぎることによって、患者が医療機

関の受診を控えてしまうと、国民の健康を脅かすだけでなく、病状が悪化してから治療を始めるため、

かえって医療費も高くなってしまいかねないからです。 

 

 

2――自己負担率は、政策により変わってきた 

1｜自己負担率の変遷 

現在は、小学生から 70歳未満が３割、就学前の子どもと 70歳から 74歳が２割、75歳以上が１割

（現役並みの所得がある 70歳以上は３割）ですが、これまでに、自己負担率は改定されてきました。 

1961年の国民皆保険実現当初、患者の自己負担は、サラリーマン等が加入する被用者保険の被保険

者本人はわずかな定額、その扶養家族は５割で、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者（通

常、世帯主）とその扶養家族はともに５割でした。その後、国民健康保険は３割に軽減されましたが、
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医療費が高額になった場合の負担が大きかったため、1973年に高額療養費制度が創設されました。あ

わせて 1973年には、高齢者に対して老人医療費支給制度が創設されるなど、以後、高齢者と現役世

代それぞれに対して自己負担が設定されるようになりました。 

まず、現役世代の場合、1973年に被用者保険の被扶養家族は３割負担に軽減されましたが、被保険

者本人については 1984年に１割負担に引き上げられました。その後も、被保険者本人の負担は少し

ずつ引き上げられ、2003年以降は家族と同じ３割となりました。 

また、2002年 10月から３歳未満が２割負担に軽減されました。さらに、2008年４月から就学前

の子どもにまで２割負担が拡張されました。その他、子どもの保健・福祉を充実し、子育て世帯の経

済的負担を軽減するために、2016年時点ですべての都道府県および市区町村に、子どもにかかる医療

費の自己負担分を助成する制度が設けられています（乳幼児医療費助成制度）1。 

次に、高齢者の場合、1973年の老人医療費支給制度によって、自己負担金は公費で支払われるよう

になりました（老人医療費無料化）2。無料化は 10年続きましたが、1983年に創設された老人保健制

度において、高齢者に対しても自己負担が導入され、その後少しずつ負担率が上がってきています。

2008年度以降現在に至るまで、70～74歳の自己負担率は２割3、75歳以上は１割、ただし、現役並

み所得世帯4はいずれも３割の負担率となっています。 

 

  

                                                
1  厚生労働省「2016年度乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」より。助成対象は都道府県によって異なり、一部

所得制限があります。中学生以下を対象とするケースが多いですが、最長で 22歳以下まで助成している地域があります。 
2  ここでは、一定の所得制限を満たす 70歳以上の国保被保険者と被用者保険の被扶養者（寝たきりの場合は 65歳以上）が

対象となりました。老人の医療費無料化は、1969年頃から多くの地方公共団体が行っていましたが、それに追随して 1972

年に制度化されました。 
3  2014年 4月以降 70歳となる人が対象です。それ以前に 70歳となる人は１割に凍結されます。詳細は後述のとおり。 
4  現役並みの所得とは、同じ世帯に住民税の課税所得額が 145万円以上ある被保険者のいる世帯。ただし、①被保険者が一

人の世帯で収入が 383万円未満の場合、②被保険者が一人の世帯で、被保険者本人の収入が 383万円以上であるが、70

歳以上 75歳未満の世帯員との収入の合計が 520万円未満の場合、③被保険者が二人以上の世帯で、収入の合計が 520万

円未満の場合は、申請を行えば「１割」負担となります。 
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図表 自己負担率の変遷 

 
（ 注 ）1973年以降の定率負担（網掛け部分）では高額療養費制度がある 

（資料）厚生労働省等の資料から筆者作成。 

 

2｜自己負担が上がると受診が減る 

一般に、自己負担が改定されると、その影響を受けて患者の受診頻度が変わることが知られていま

す。たとえば、1972年に老人の医療費が無料化された時は、1975年の 70歳以上の受療率が 1970年

の約 1.8倍にまで増加し5、必要以上に受診する状況を「病院のサロン化」等と揶揄されることがあり

ました。 

これとは逆に、自己負担が増えると、医療費の高さを理由として、特に低所得の高齢者で受診を控

える傾向があることが知られています6。こういった場合、不適正な受診だけでなく、適正な受診も控

えてしまう傾向があります7。 

限りある財源の中から、どういった人に対して、どの程度の自己負担を求めるかは、今後も議論が

重ねられていくでしょう。 

 

 

3――最近の動向 

1｜支払能力に応じた窓口負担を求める方向 

現在、高齢化と医療技術の高度化にともなって医療費は増加しており、現役世代の医療費負担が大

きくなっています。国では、医療保険制度の持続性を高め、世代間・世代内での負担の公平を図るた

                                                
5  厚生労働省「平成 19年厚生労働白書」等より 
6  厚生労働省「第４回高齢者医療制度改革会議」（2010年３月８日） 
7  一圓光彌（監訳）「医療財源論 ヨーロッパの選択」光生館、2004年 
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めに、年齢による区分だけではなく、負担能力に応じた公平な負担を求めるよう制度を見直していま

す。 

窓口負担に関しては、2008年度以降 70歳から 74歳の負担は２割となりました。実際は、特例措

置によって１割に凍結されていましたが、2014年４月以降に 70歳になる者から２割となり、段階的

に法律で定められた割合になりました。さらに、今後、以下の検討が行われると考えられます。 

 

(1) 後期高齢者（75歳以上）の窓口負担引き上げ 

今後も医療保険制度を維持するためには、後期高齢者の窓口負担の引き上げはやむを得ないと考え

られ、2018年度以降に後期高齢者の窓口負担の引き上げについて議論が始まると考えられます。ただ

し、2018年度には、すでに高額療養費制度の見直しや保険料軽減特例の見直しが予定されています。

さらに窓口負担を引き上げることによって、受診を控えたり、消費抑制につながる懸念があることか

ら、慎重な議論が求められます。 

 

(2) 金融資産の保有状況を考慮に入れた負担 

負担能力を測る方法として、現在は所得による基準が使われています。今後は、所得だけでなく、

金融資産等も考慮すべきとの議論があがっています。ただし、金融資産の保有状況を把握する方法は、

現在は自己申告しかなく、実効性がありません。金融資産を把握するためには、マイナンバー等の環

境整備が必要です。 

 

2｜窓口負担以外でも所得に応じた負担の流れ 

国民が負担する医療費には、窓口における自己負担以外にも、高額な医療費がかかった場合の負担

限度額を定める高額療養費制度、保険者に支払う保険料率等があります。こういった高額療養費制度

における自己負担限度額、保険料率についても、所得に応じて負担を求める方向で制度改正が行われ

ています。 

 

 


